
古文書・絵図が語る御所町
令和５年１１月２６日（日） ＠御所市文化ホール

御所市教育委員会文化財課 小松 明日香

こ も ん じょ
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１．御所町の構成

昭和の御所町。多くの商店が軒を連ねていました・・・。
（『奈良県立図書情報館ITサポーターズ 奈良の今昔写真WEB』より
（https://library.pref.nara.jp/supporter/narazeb/syashinweb.html)
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・古代より御所市域を葛上郡（か

つじょうぐん/かつらぎかみのこ

おり）と呼称

・明治１３年（１８８０）の郡区町

村編成制により葛上郡（１町６４

村）の発足。御所町に「御所郡役

所」を設置。

・明治２２年（１８８９）市制・町村

制により、１町１３村。御所町は単

独町。

御所町は御所市の中心地
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・明治３０年（１８９７）葛城市の一

部を編入し南葛城郡を発足

・櫛羅村外七ヶ村組合村が合併し

大正村に

・昭和３３年（１９５８）御所市発足

御所町 単独町制

掖上村
東寺田村、柏原村、原谷村、玉手村、茅原村、南十三村、本

馬村

秋津村 池之内村、室村、蛇穴村、条村、富田村

葛村
今住村、稲宿村、戸毛村、樋野村、古瀬村、朝町村、奉膳

村、新田村、重阪村、内谷村

葛城村

小殿村、下茶屋村、佐田村、井戸村、南郷村、極楽寺村、高

天村、北窪村、西北窪村、伏見村、朝妻村、僧堂村、鴨神

村、西佐味村、東佐味村、船路村、五百家村、林村、西持田

村、東持田村、栗阪村、鳥井戸村

吐田郷村
名柄村、豊田村、森脇村、宮戸村、西寺田村、多田村、東名

柄村、増村、関屋村

櫛羅村外

七ヶ村組合村

（大正村）

櫛羅村、楢原村、鎌田村、三室村、東松本村、小林村、竹田

村、西松本村
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御所町周辺の遺跡や寺社 5



御所町の古文書

・古文書・・・差出人から受取人へ伝達

されるもののうち、その効力を失った文

書（狭義）。古くなった文書（広義）

・大半の古文書は江戸時代以降のも

の。地域の村役人（庄屋、年寄、組頭な

ど）の家で何かしらの意図をもって残

されてきた。 →その地域の歴史を知る

ための貴重な文化財。

・御所町の古文書の大半は江戸時代

中期以降（１７００年代半ば）のもの

・御所流れ：元文５年（１７４０）の７月

集中豪雨により葛城川の堤防が決壊。

住居とともに古文書が被災

「怒涛の如く押し寄せる水に

対して、人々はさながら鳥に追

われる魚のように逃げまどい、

溺れてしまった者、親子で抱き

合いながら流されてしまった

者がいたりなど、目を覆いたく

なるほどの惨劇であった」

堤切ノ図乱水（観音寺蔵『御所流』より）
明治12年（1879）
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被災状況を記す絵図
（御所流図 江戸時代 赤塚家文書）

西御所 西御所

東御所 東御所
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大和国葛上郡御所町
御検地用集
寛保２年（１７４２） 赤塚家文書

・寛保２年の検地の準備から終了ま

でに作成された資料を時系列に従っ

てまとめた書物。

・御所町の町役人の赤塚吉兵衛に

よって調製された「御検地用集貼」と

題する箱に納められており、町の重

要書類として大切に保管。

→当時の御所町の構成が詳細に記

されているので、町の成立過程を考

えるための一助となる重要資料。 「乍恐以書付御願奉申上候（当村往古よ
り 御所町と謂来りにつき）」『大和国葛
上郡御所町御検地用集 下巻』より▶ 8



御所村外十一ヶ村入組田畑絵図
寛保２年（１７４２） 赤塚家文書

・色を塗っていない範囲が御所町。

時期によっては御所村と呼称。

・葛城川を挟んで東西両側に広がる

町場（赤枠）には住民が集住

現在では西御所と東御所と呼称
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御所町は在郷町

・郷（ごう/さと）の中にある町（＝
都市）

・農村地域にありながらも様々な

商売が行われた都市的機能を持

つ町。農民経済の拠点。

→御所町は機織り業、絞り油業、

売薬業が発達

御所町町場外検地絵図 寛保２年（1742） 赤塚家文書

白色が住民が集住する町場、黄
色が田畑

→町場の外側に田畑が広がる

＝在郷町らしい風景を示す絵図
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御所町町場検地絵図 寛保２年（1742） 赤塚家文書 11



江戸時代と変わらない町
割りや水路を残す町場
西は商業町、東は寺内町
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遠見遮断・・・外から町
なかを見せない仕掛け



県指定文化財 赤塚家住宅
推定：1750年頃

国登録文化財 中井家住宅
寛政４年（１７９２）

御所町から葛城山・金剛山を望む

現存する風情ある町並み

◀愛宕灯籠

秋葉灯籠▶
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御所町の名産 大和絣

大和絣の発明者浅田正堂

明治時代のチラシ 御所町の呉服屋
（呉服屋引札 竹田政義氏所蔵資料）

江戸時代の営業許可書
木綿仲間鑑札 肥仲間鑑札（中井家文書）

御所町で流通した紙幣
（赤塚家文書）

配置薬 三光丸

御所柿
ごしょがき

やまとがすり
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２．御所町の成り立ち

昭和の御所町。商店街のお祭りや映画館。
賑やかな様子がうかがえます。

（『奈良県立図書情報館ITサポーターズ 奈良の今昔写真WEB』より
（https://library.pref.nara.jp/supporter/narazeb/syashinweb.html)15



・中世的郷村・・・自然環境や地理

的条件に合わせて成立した村落。

例：吐田郷、小野郷

・鴨都波神社の氏子圏・・・御所町、

蛇穴村、松本村、竹田村、十三村

の１町４村

→集落で生まれる信仰

中世的郷村の形成を推測

・集落の形成要素

→葛城川や葛城山・金剛山麓から

流れる水系。御所町を通る複数の

街道。
寛永年氏神古書 寛永15年（1６３８） 清村家文書

鴨都波神社の運

営に関する氏子

内での取り決め。

江戸時代でも村

落民を中心とす

る神社の維持管

理体制が整って

いた。

集落の起源
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金剛山・葛城山からの水系
葛城川筋絵図 江戸時代 赤塚家文書

御所町を中心に金剛

山・葛城山麓から流れる

短小河川と堤の位置な

どを描いた絵図。

葛城川は天井川のため、

農作の際には柳田川を

利用した。

柳田川
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御所市における主な街道
『いにしえの御所を尋ねて―道標編―〈御所市の古文化ガイド〉』
（御所市 １９７８）より

『大和めぐり道法絵図』 天明２（１７８２）奈良県立図書情報館蔵

街道に沿って町場が形

成
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水利慣行 番水
・同一の水源を利用する村々間で一定

の日時、順番で井手から引水する慣行

・奈良盆地南部では、昭和４９年（１９７

４）に吉野川分水が完成されるまで続

いた

番水の時計（楢原）

柳田川筋井手絵図 元禄4年（１６９１）
中井家文書

常は、横井井手を中
心に上下七つの井手
から、倶尸羅・三室方
面へ水が流れている
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ほうじ川横井上下七ツ之井手倶尸羅村方と御所町・松本
村と水論出入噯申覚え 元禄4年（１６９１） 中井家文書

番水破り申儀者、横井井手端之地蔵ニ四

尺四面之板屋祢之辻堂之候近辺雨降辻

堂之屋祢雨雫落申候ハ〵番破リ申筈（以

下略）

雨地蔵（柳田川沿い、櫛羅・楢原境界付近）

★番破れ・・・たくさん雨が降り番水をしな

くてもいい状態。雨地蔵の屋根から雫が

落ちれば番破れ。

ひでりが続くと鴨下り行事・・・鴨都波神

社の神主が柳田川の各井手で禊祓をし、

村民がほら貝を吹き鴨都波神社の方向へ

水を流した。
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御所町に関する中世の記録

・中世越智郷内楢原庄内に

「御所郷 二町一段半」 と記録

（「越智郷段銭算用状」（『春日神社文書』）

※文明年間（１４６９～８７）の資料

・『多聞院日記』永禄１２年（１５６９）７月１８日条

「楢原御所庄ニ一向宗導（道）場始立之間、曲事旨被申届、則先年籠名、今度種々令
懇望彼堂舎破却、一昨日十六日、専当二人・仕丁五人神人廿人被召下検知畢、於自
身者重而郷内ニ不可之通告文又沙汰之了、則今日辰剋出名了、云々」

→興福寺によって御所庄の一向宗（浄土真宗）道場が破却。御所庄内の一向宗道場
建立禁止の通告
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大和国国人図
『新庄町歴史民俗資料館第四回特別展 戦乱の世をゆく大
和武士』
（新庄町歴史民俗資料館 ２００３）より

江戸時代中期の記録の『和州十五

郡衆徒国民郷士記』（奈良県立図書情

報館蔵）によると、国民・楢原氏の家

臣として

「倶尸羅監物光資、佐味兵庫数豊、

長柄主馬薫数、御所刑部秀全」

→御所氏・・・越智郷内楢原庄内御

所郷の領主と推測
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・天正年中（１５７３～１５９２）に御所久保刑部秀全によって正福寺（浄土宗、現

在の西久保本町）が建立。

※天正５年、東御所の正栄寺も再建。

※浄土真宗禁止の影響で、一向宗道場破却のあとは浄土宗寺院が寺勢をもつ。

→御所町＝御所庄。中世以来の町場。環濠集落の西御所。

正福寺本堂 24

戦国時代、戦乱が乱発。農村や町場は集落を守るた

め、周囲に堀を巡らせて襲撃に備えた

例：橿原市今井町や大和郡山市の稗田環濠集落



早稲検見ニ付絵図 万延元年（１８６０） 中井家文書

江戸初頭の御所町

・慶長５年（１６００）葛上郡に入部。御所藩を立

藩し、御所町に陣屋を設置。

・寛永６年（１６２９） 御所藩廃藩。

※２代目桑山貞晴が跡継ぎがいないまま死去

したため

・葛城川東に、字名「ソトボリ」「内ヤシキ」「石

垣」「外屋敷」。「代官町」という町名。

→円照寺を中心とする寺内町・代官町が御所藩

の陣屋町として組織。葛城川西方には中世以来

発達しつつあった環濠集落が城下町に一部に組

み入れられた。

代官町
ソトボリ

内ヤシキ

石
垣

外
屋
敷

的
場

環濠
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まとめ
●御所町に残る古文書や絵図から知れるもの

・江戸時代に発達した町場。在郷町。西の商業町と東の寺内町。

→多様な側面をもつ町。現在でも、古民家や町割りが良好に残っており、往時の景

観を想像することができる。

●御所町の形成過程

・水系によって中世的郷村が形成。鴨都波神社を中心とする信仰や水利に関わる

慣行。

・街道沿いに形成された町場。

・国人（大和武士・地侍）の成長。御所氏の活動。

→近世初頭の御所藩立藩には中世時期の町場形成が背景にあったか。
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